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会員各位 

教育委員会 

 

日本急性期リハビリテーション医学会企画・主催 

日本リハビリテーション医学会主催 

日本リハビリテーション医学教育推進機構主催 

研修会における単位付与のお知らせ 

 

 日本急性期リハビリテーション医学会企画・主催、日本リハビリテーション医学会主催、

日本リハビリテーション医学教育推進機構主催の下記研修会について、生涯教育研修単位の

付与を行うことが決定されました。 

 会員の皆様の多くのご参加をお待ち申し上げます。 

 

1. 研修会名： 急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会 

〜 疾患急性期におけるリハビリテーション医療の実践 ～ 

2. 日  程：令和元年 12月 14日（土）10:30～17:30 

令和元年 12月 15日（日） 9:00～15:55 

3. 研修会場：国立京都国際会館 Room B1 

       住所 京都市左京区宝ヶ池 

4. 対  象：医師 

5. 参 加 費 : ①25,000円（日本急性期リハビリテーション医学会･日本リハビリテー 

ョン医学会の 2学会に入会されている方） 

       ②30,000円（日本リハビリテーション医学会会員の方） 

       ③50,000円（①②以外の方） 

6. 定  員：110名 

7. 認定単位：全て受講につきリハビリテーション科専門医4単位、認定臨床医20単位 

※診療報酬に規定される「ADL維持向上等体制加算」の医師研修に該当 

※がんのリハビリテーションにおける専任医師としての要件である「リハビリテーショ

ン医学会等関係団体が主催するリハビリテーションに関する研修の受講歴」に該当す

る（満たす）研修の一つ 

 

8. 申込み先：日本急性期リハビリテーション医学会 事務局宛 

       東京都千代田区内神田 1-18-12 内神田東誠ビル 2階 

TEL 03-5280-9700（日本リハビリテーション医学会内） 

http://jsarm.or.jp/#kenshu 
 

 

 

http://jsarm.or.jp/#kenshu
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9.プログラム 

令和元年 12 月 14日（土）  

時間 内容および講師 

10:30 ～ 10:40 事務連絡、開会の挨拶 

 10:40 ～ 11:40 
リハビリテーション概論 

佐浦 隆一 （大阪医科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室 教授） 

 11:50 ～ 12:50 
リハビリテーション処方と実践 

 田島 文博 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 教授） 

12:50 ～ 13:50 休憩 

13:50 ～ 14:50 
リハビリテーションアプローチ 

 安保 雅博 （東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座 主任教授） 

15:00 ～ 16:00 
リハビリテーション評価 

 酒井 良忠 （神戸大学大学院 医学研究科外科系講座 

 リハビリテーション機能回復分野 特命教授） 

16:10 ～ 17:10 
運動器系疾患のリハビリテーション 

三上 靖夫 （京都府立医科大学大学院 リハビリテーション医学 教授） 

17:15 ～ 17:30 確認テスト 

 

令和元年 12 月 15日（日）  

時間 内容および講師 

9:00 ～ 10:00 
脳･神経疾患（急性期）に対するリハビリテーション 

幸田 剣 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 講師）  

 10:10 ～ 11:10 
高齢者リハビリテーションと注意点･廃用症候群とその予防 

河﨑 敬 （京都府立医科大学 リハビリテーション医学 講師） 

 11:20 ～ 12:20 
呼吸器疾患に対するリハビリテーション 

 土岐 明子 （大阪急性期･総合医療センター リハビリテーション科 副部長） 

12:20 ～ 13:20 休憩 

13:20 ～ 14:20 
周術期患者（ICUでのリハビリテーション含む）に対するリハビリテーション 

 梅本 安則 （和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 講師） 

14:30 ～ 15:30 心臓疾患（CCUでのリハビリテーション含む）に対するリハビリテーション 

白石 裕一 （京都府立医科大学 循環器内科・リハビリテーション部 講師） 

15:35 ～ 15:40 閉会の挨拶 

15:40 ～ 15:55 確認テスト 

 

■その他：認定臨床医の認定に関する内規第 2 条 2 項 2 号に定める指定の教育研修会（必須）に該当します。 


